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略 歴

• 1986年３月 京都大学大学院工学研究科土木工学専攻修士課程修了

• 1986年４月 島根県土木部技師 川本土木建築事務所八戸ダム管理所勤務

• 1988年４月 鳥取大学工学部助手

• 1993年４月 鳥取大学工学部助教授

• 1997年4月 京都大学防災研究所助教授

• 2003年8月 京都大学防災研究所教授 現在に至る

この間，国際応用システム分析研究所（IIASA,オーストリア）研究員、北京理工大学招聘教
授等を務める。

研究活動・著書他

• 専門は防災経済学、災害リスク管理論。

著書等

• 『防災の経済分析』勁草書房，『総合防災学への道』 京都大学学術出版、他

自己紹介



• 国土交通省社会資本整備審議会河川分科会
「気候変動に適応した治水対策検討小委員会」 委員

「大規模氾濫に対する減災のための治水対策検討小委員会」委員

→水災害意識社会の再構築へ向けて

• 国土交通省都市局都市安全課 防災まちづくり ワーキング委員

• 滋賀県流域治水検討委員会 住民会議アドバイザ学識者部会部会長

水害に強い地域づくり協議会（湖南地域、湖北地域、東近江地域）委員

• 文部科学省「気候変動リスク情報創生プロジェクト」
– 領域テーマＤ「課題対応型の精密な影響評価」

i自然災害に関する気候変動リスク情報の創出
d.気候変動リスクの社会・経済影響と適応策の評価手法の構築

関連する委員会等



国土交通省「水災害分野における気候変動適応策のあり方について

～災害リスク情報と危機感を共有し、減災に取り組む社会へ～」



台風の数は減るが，強い台風が現れる確率は増加

（安田ら:気候変動予測値を直接用いた高潮リスク評価，土木学会論文集B2，２０１１）



高潮のリスクの変化

（安田ら:気候変動予測値を直接用いた高潮リスク評価，土木学会論文集B2，２０１１）



100年後の治水安全度の予測

（国土交通省：気候変動に適応した治水対策検討小委員会）



• 様々な規模の外力に対する災害リスク（浸水想定及びそれに基づく被害想定）の評価
• 各主体が、災害リスク情報を認識して対策を推進

災害リスクの評価・災害リスク情報の共有

外力（大雨等）の規模

○ 比較的発生頻度の高い外力に対し、
施設により災害の発生を防止

現況の施設能力の規模 施設計画の規模 想定し得る最大規模

○ 施設の能力を上回る外力に対し、
施策を総動員して、できる限り被害を軽減

・状況情報に基づく主体的避難の促進
・広域避難体制の整備
・国、地方公共団体、公益事業者等の
関係者一体型のタイムライン 等

○施設の能力を大幅に上回る
外力に対し、ソフト対策を重点に
「命を守り」
「壊滅的被害を回避」

＜施設の運用、構造、整備手順等の工夫＞
・既設ダム等を最大限活用するための運用の見直し

・迅速な氾濫水排除のための排水門の整備や排水機場
等の耐水化

・災害リスクをできるだけ小さくするための河川整備の
内容、手順の見直し 等

＜まちづくり・地域づくりとの連携＞
・災害リスクを考慮した土地利用・住まい方の工夫 等

＜避難、応急活動、事業継続等のための備え＞
・避難に関するタイムライン、企業の防災意識の向上、
水害BCPの作成 等

・これまで進めてきている施設の整備を着実に実施
・将来の外力増大時に、できるだけ手戻りなく施設の
追加対策が講じられるよう工夫

・災害リスクの評価を踏まえた
ウィークポイント等に対する重点的な整備 等

水災害分野における気候変動適応策 基本的な考え方
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災害リスクの評価・災害リスク情報の共有

○避難の検討やまちづくり、投資判断等に資するよう、単一の規模の外力だけでなく想定最
大外力までの様々な規模の外力について浸水想定を作成・提示

これまで

※図は、あくまでイメージのため、実際の河川と必ずしも一致しない。

今 後

洪水防御に関する計画
の基本となる降雨のみ
を対象

想定最大外力までの様々な規模の降雨を対象

※図は、あくまでイメージのため、実際の河川と必ずしも一致しない。

年超過確率1/150

年超過確率1/10

年超過確率1/50

年超過確率1/150

想定最大外力
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• 国土交通省「災害リスク情報の活用と連携によるまちづくりの推進について

• （防災まちづくり情報マップと防災都市づくり計画の活用）」
– 「リスク情報の活用と連携によるまちづくり」は、安全・安心まちづくりの政策展 開の基本的考
え方として位置づけられている（社整審）

– 東日本大震災の教訓として、災害リスクを示した上で、地域の合意形成を図りながら、まちづく
りを進めていくことが必要とされている．東日本大震災を境に、災害リスク情報のニーズが急速
に高まっている．行政が公表する災害リスク情報の二次利用が全国的に広がっている．

保有する情報を公表した上で、災害リスク情報を活用した防災まちづく りの取組，及び，地域・関
係部局と連携した総合的な防災まちづくりの取組を推進

• 防災都市づくり計画のモデル計画及び同解説



災害リスク情報のきめ細かい提示・共有等

○都市計画図（用途地域）に浸水想定（洪水、内水）を重ね合わせて提示。まちづくり・地域づくり（都
市計画、立地適正化計画等）への活用を期待

浸水想定（年超過確率1/10）

都市計画図（用途地域）

※図はあくまでイメージであり、浸水区域や発生確率等については実際の河川等と必ずしも一致しない
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浸水想定と都市計画図の重ね合わせ

（例）災害リスク情報のきめ細かい提示のイメージ



災害リスク情報とまちづくり

• 災害リスク情報：
設計・危機管理⇒総合的な災害リスク管理

（まちづくりは大きな要素）

・安全・安心はまちづくりの基本

⇒災害リスク情報公開の進展，知らなかったでは済まさ
れない

⇒何ができるか？



災害リスク情報をまちづくりに活かす



Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism

・潤和会記念病院（宮崎県宮崎市）は、平成17年台風14号により病院が浸水。MRIやCTスキャンなどの医療機器や、非常用発電機、受電設備等の電
気設備が破損

・近隣避難者も含め約1,000名（うち患者約500名、職員約400名）が孤立し、水、食料、一部の薬品が不足。
・災害を契機に、MRI、CTスキャン、電気設備、配電盤等の上階への移設、止水板の設置、備蓄品の増量などの対策を行うとともに、水害対策マニュ
アルを作成し、止水板の設置や新たに購入したボートの取扱いの訓練を実施

止水板のための角落としの設置
北館正面玄関 別棟への連絡通路 北側１階の窓 非常階段

非常用発電機や配電盤を高所へ移動

発電機(新)

発電機(旧)

浸水深ライン

発電機(新)

燃料タンク(新)

配電盤

出典）ヒアリングより

受電設備(新)

受電設備(旧)

防災関係機関、公益事業者の備えの充実
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【出典：中央防災会議「大規模水害対策に関する専門調査会報告」（平成22年4月）より作成】

○防災関係機関等が、応急活動、復旧・復興活動等を継続できるよう、市役所等の庁舎や消防署、
警察署、病院等の重要施設の浸水リスクが低い場所への立地を促進するための方策や、浸水防
止対策の実施、バックアップ機能の確保等の業務継続計画の策定を促進するための方策を検討



河川整備計画の検討プロセスを活用した減災対策の推進等
○河川整備計画の策定・変更等のプロセスにおいて、災害リスクを評価し、関係自治体等に災害リス
ク情報を提示

○関係自治体等と災害リスク情報を共有し、減災に関する目標、対策等を検討し、必要に応じ、それ
ぞれの計画等に反映

河川整備計画
の策定・変更等

※河川整備計画の点検の頻度は概ね3～5年

災害リスク情報
被害想定等

必要に応じ、それぞれの
計画等へ反映

関係者が連携し、

減災に関する目標
、対策等を検討

河川整備の内容、手順等

河川整備計画の策定・変更等

河川管理者 関係自治体等 住民、企業等

被害想定等

地域防災計画

タイムライン

土地利用に係る計画

下水道に係る計画
等

的確な避難

住まい方の工夫

企業の防災意識の
向上

水害BCPの作成
等

災害リスク評価

災害リスク評価を踏
まえ点検し、必要に
応じて見直し
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土地利用一体型水防災事業

要件（水防災事業）

1. 緊急の治水対策
の必要性

2. 地域の意向を踏
まえた河川整備
計画に位置付け
られている

3. 通常の連続堤防
による整備費用
を下回る事業費

4. 災害危険区域指
定等の必要な措
置

水害にあった地
域にのみ適応実
績が限られる



こまき

な がの こ ま き ち く ま

輪中堤

○一部区域の氾濫を許容することを前提とし、輪中堤等によるハード整備と土地利用規制
等によるソフト対策を組み合わせるなど、地域の意向も踏まえながら、土地利用状況を考
慮した治水対策を推進

土地利用状況を考慮した治水対策

千曲川

：災害危険区域

：河川区域

輪中堤による家屋浸水被害の解消（長野県中野市古牧地区 千曲川）

●中野市災害危険区域に関する条例 抄
（建築制限）

第３条 前条の規定により指定した区域内において、住居の用に供する建築物を建築しては
ならない。ただし、災害危険区域を指定した際、現に存する住居の用に供する建築物を増築し
、又はその一部を改築する場合及び次の各号に掲げるものについては、この限りでない。
(１) 主要構造物（屋根及び階段を除く。）を鉄筋コンクリート造又はこれに類する構造とし、別

に定める災害危険基準高（以下「基準高」という。）未満を居室の用に供しないもの
(２) 基礎を鉄筋コンクリート造とし、その上端の高さを基準高以上としたもの
(３) 地盤面の高さを基準高以上としたもの

輪中堤整備後写真

実施箇所位置図

●古牧地区での災害危険区域
千曲川の計画高水位（H.W.L）以下の範囲を指定

A=39.0ha

こまき

ちくま
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地下空間の浸水対策

○大規模な地下空間では、関係する複数の施設管理者が協議会等を設置し、連携して浸
水防止が必要な出入口や浸水経路を把握

○効果的な情報伝達や避難誘導方策を検討し、一体的な浸水防止・避難確保対策を促進

【現状】 地下街等の多くが単独で避難確保・浸水防止対策を実施

【今後】 地下空間関係者からなる協議体の新設を促進し、
避難確保・浸水防止対策を連携して実施

地下
通路

店
舗

地下駅

接続ビル

店
舗地下通路

地上出入口

地下街

接続ビル

出入口
水の浸入ルート
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災害リスクを考慮した土地利用・住まい方の工夫の促進

○居住等を誘導すべき区域等の設定居住等を誘導
すべき区域等

○床上浸水の頻度が高い地域など、災害リスクの高い地域を提示することを通じて、災害
リスクの低い地域への居住や都市機能の誘導等を促す

○特に、浸水深が大きく、人命に関するリスクが極めて高い地域などは、その災害リスクを
提示し、建築物の構造等の工夫を促す

中高 低

災害リスク

災害リスクの低い地域へ居住や都市機能を誘導

○施設の整備

居住等を誘導すべき区域等において、河川や下水道等の
整備、雨水貯留施設、浸透施設等の整備を重点的に推進

○住まい方の工夫

※災害リスクの高い地域は居住等を誘導すべき区域等から除外

災害リスクが高い地域では、建築物の構造等を工夫

特に災害リスクが高い地域は、必要に応じて災害危険区域
等に指定

＜制限の概要（例）＞
以下のいずれかの条件を満足

①2階建以上とし、2階以上に居室を設置
②平屋建の場合、居室の床の高さは○ｍ以上
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床上浸水発生確率

○浸水深だけでなく、資産被害が大きくなる床上浸水の発生頻度や、浸水深が極めて深くな
る区域など人命に関わるリスクについても提示

床上浸水の発生頻度 人命に関わるリスク

※図は、あくまでイメージのため、実際の河川と必ずしも一致しない。

災害リスク情報のきめ細かい提示・共有等
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浸水深が2階の軒下まで及ぶ
が、高い建物が少なく、浸水に
よる死亡の危険性が高い区域

（例）災害リスク情報のきめ細かい提示のイメージ



UK

• Planning policy 
statement 25

• http://www.communitie
s.gov.uk/publications/
planningandbuilding/p
ps25floodrisk

• Types of building 
allowed to be built 
depends on its 
vulnerability and risk 
of the land.



Flood Map



Regulation: occupancy （用途規制）

Zone 1 

1/1000

Zone 2 

1/100
(1/200)

Zone 3a &3b



しかし，

• 日本では，災害リスクに応じた用途規制は導入さ
れていない

• 自己責任！？



開発許可制度と災害リスク

• 改正都市計画法（平成１８年
５月３１日公布，平成１９年１１月３
０日に施行）

• 開発審査の対象に，社会福祉施
設、医療施設及び学校の公
共公益的施設に．係る開発行
為が含まれるようになった．

• 審査の際に，ぜひとも，災害リスク
の確認を！



まとめに替えて

• 今できること：
–お住いの地域の安全性を確認
–最大級の洪水に関しても要確認（今後順次公開予定）
–水害や土砂災害などへの備えをしておく．

• 長期的には：
–気候変動に伴う水害リスクに関する情報は年々更新
されてきます．

–水害や土砂災害等の災害リスクに対して，安全な住
まい方の工夫を！


